
令和元年度 ⿃取⼤学⼤学院 持続性社会創⽣科学研究科
講義「起業・知財論」

場所 ⼯学部講堂 時限 ⽉曜・第２時限（10:30〜12:00）

本講座は、次の３部構成です。
「基礎編」(1〜4回)では、研究成果の事業化や研究開発等を⾏う際に必要な知的財産権について、

基礎的な知識を⾝につけると同時に、実際にそれらの権利がどのように活⽤されているかについて
の理解を深めます。

「演習編」(5〜6回)では、テーマに沿った発明品を作成し、その特許明細書の作成と先⾏技術調
査を⾏い、権利化したい技術を⽂章で表現する⼒と、それに関連する特許⽂献の調査を通して、特
許を取得する過程を体験します。

そして、「応⽤編」 (7〜8回)では、ベンチャー企業等の起業活動、知的財産をめぐる国内外の最
近の動向について理解を深めます。

詳細はHP(公開授業講座)をご確認ください。
https://www.tottori-u.ac.jp/koukaijugyo/ 

【申込受付期間】 初回開講日1週間前から前日まで 。
先着順にて、定員になり次第締め切らせていただきます。
希望の回のみの受講も可としますが、第５回と第６回につ
いては両方受講願います。 【受講料】 ７,４００円

お申込み・お問合せ 鳥取大学学生部 教育支援課教務企画係
TEL 0857-31-6773    FAX  0857-31-6762    E-MAIL st-kyokikaku@adm.tottori-u.ac.jp 

【第１回】6月17日

【第1回】6月17日（月）

居島 ⼀仁（⿃取⼤学 統括URA教授）

「知的財産とは何か」
知的財産について、それを構成する各制度（特許、意匠、
商標、著作権等）の概略について習得します。

【第１回】6月17日

【第3回】7月1日（月）

居島 ⼀仁（⿃取⼤学 統括URA教授）

「知的財産はどのような役に⽴つのか」

知的財産が社会の中でどのように活⽤されているのかに
ついて習得します。

【第１回】6月17日

【第2回】6月24日（月）

居島 ⼀仁（⿃取⼤学 統括URA教授）

「特許とは何か」
特許制度についての制度、特許を取得するために必要な
知識や、特許と研究開発との関係について習得します。

【第１回】6月17日

【第4回】7月8日（月）

⽊村 友久（⼭⼝⼤学 教授）

「知って楽しい著作権の基礎知識」
⾝近な事例等をもとに著作権法の概要、初歩的な知的財
産対応能⼒の形成、著作権法の観点からの研究倫理や研
究者マナーについて触れます。

【第１回】6月17日

【第5回】7月19日（金）

居島 ⼀仁（⿃取⼤学 統括URA教授）
下⽥ ⼀弘（下⽥知財経営綜合事務所弁理⼠, 客員教授）
冨⽥ 憲史（⻘⼭特許事務所弁理⼠・客員教授）

「演習１：特許の明細書のつくり⽅」
簡単な発明を⾏い、特許の明細書作成課程を習得します。

【第１回】6月17日

【第7回】7月29日（月）

永島 太郎（弁護⼠法⼈内⽥・鮫島法律事務所
弁護⼠・獣医師）

「ベンチャー企業の知財活⽤と事業運営」
ベンチャー企業の事業運営における知財の活⽤⽅法と、事
業運営⾃体について最低限知っておくべき⼀般知識を習得
します。

【第１回】6月17日

【第6回】7月22日（月）

居島 ⼀仁（⿃取⼤学 統括URA教授）
下⽥ ⼀弘（下⽥知財経営綜合事務所弁理⼠, 客員教授）
冨⽥ 憲史（⻘⼭特許事務所弁理⼠・客員教授）

「演習２：特許⽂献の検索技術」
特許検索について習得します。

【第１回】6月17日

【第8回】8月5日（月）

後⾕ 陽⼀(後⾕陽⼀国際特許事務所所⻑・客員教授）

「最近の技術の変⾰をビジネスに繋げるため
の知的財産権」
⼤学・企業を巡る研究開発の最先端の動きや産学連携や起
業に繋げる知的財産戦略の基礎を修得します。

この回のみ⾦曜⽇です。

募集⼈数２０名



令和元年 月 日

令和元年度 前期 ⿃取⼤学公開授業講座受講申込書

ふりがな

⽒名

住所
〒

連絡先
Tel : 
Fax（あれば）：
E-mail : 

下記の公開授業講座の受講を申し込みます。受講にあたっては、貴学ホームページに記
載のある注意事項を確認し、これを遵守いたします。

受講部局等名 持続性社会創⽣科学研究科

科⽬名 「起業・知財論」

授業担当者名 居島 ⼀仁

曜⽇・時限 ⽉曜・２時限

修了証書希望
の有無

お申込み・お問い合わせ先
*各講座の開設担当部局までお申込み⼜はお問い合わせください。

個⼈情報の取り扱いについて
○⿃取⼤学は、個⼈情報保護の重要性を認識し、その取扱いにあたっては、法令を遵守し、

適切な管理に努めます。
○申込みに際しご記⼊いただいた個⼈情報は、公開授業への申込みの確認、連絡以外への

⽬的には使⽤いたしません。


